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（別記様式第１号）

魚沼市鳥獣被害防止計画

＜連絡先＞

担 当 部 署 名 魚沼市産業経済部農政課

所 在 地 魚沼市小出島 910 番地

電 話 番 号 025-793-7647

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 025-793-1016

メールアドレス nousei@city.uonuma.lg.jp

計画作成年度 平成 22 年度

計画改定年度

平成 25 年度

平成 28 年度

令和元年度

令和 4年度

令和 7年度

計画変更年度 令和 2年度

計画主体 魚沼市
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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針

（１）被害の現状（令和 6年度）

（２）被害の傾向

対象鳥獣

【鳥類】

カラス、カワウ、サギ類

【獣類】

ニホンザル(以下｢サル｣)、イノシシ、ハクビシン

ツキノワグマ(以下｢クマ｣)、タヌキ、

ニホンカモシカ(以下｢カモシカ｣)、

ニホンジカ(以下｢シカ｣)

アライグマ

計画期間 令和 7年度～令和 9年度

対象地域 新潟県魚沼市

鳥獣の種類
被害の現状

品 目 被害面積(a) 被害金額(千円)

カラス 野菜 33 195

カワウ 魚類 ‐ 9,945

サギ類 魚類 ‐ 0

サル 野菜 10 60

イノシシ 水稲 255 3,742

ハクビシン 野菜、果樹 15 72

クマ 飼料用作物 60 240

タヌキ - 0 0

カモシカ 水稲、飼料用作物 58 363

シカ 水稲、飼料用作物 175 1,880

合計 ‐ 606 16,497

【カラス】

・発生時期：春から秋

・被害状況：令和4年度から継続して野菜の被害が報告されており、なおかつ

増加傾向にある。今後も被害の発生・拡大が懸念されることから、引き続

き被害対策に取り組む必要がある。

【カワウ】

・発生時期：夏から秋

・被害状況：放流魚や錦鯉の稚魚などに被害がある。飛翔能力が高く他地域

からの流入も確認されているため、広域的な被害対策が求められている。
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【サル】

・発生時期：夏から秋

・被害状況：目撃報告及び被害についても増加傾向にある。今後も被害の発

生・拡大が懸念されることから、引き続き被害対策に取り組む必要がある。

【イノシシ】

・発生時期：夏から秋

・被害状況：生息域の拡大、生息数の増加がみられ、市内全域において、目

撃情報、被害報告が寄せられている。特に、水稲の収穫時期における、稲

の倒伏被害、田の掘り起こしによる農地被害が多発しており、令和６年度

の被害は大幅に増加した。電気柵による防除で今後、生息域の変化や隣接

する電気柵設置のない地区での被害の拡大が懸念される。

繁殖力が強いため、今後更なる生息域の拡大、生息数の増加が懸念される。

【ハクビシン・タヌキ】

・発生時期：春から秋

・被害状況：果樹やトウモロコシ等、野菜全般に被害がある。八色すいかの

生産地においては、ハクビシン、タヌキによると思われるすいかの被害が

発生している。被害は増加傾向にある。

【クマ】

・発生時期：春から秋

・被害状況：農作物被害としては主にデントコーン畑の被害及び養鯉池での

給餌機内のエサを食べられる被害がある。近年、市街地周辺での出没が多

発しており、被害防止対応に苦慮している。

【カモシカ】

・発生時期：夏から秋

・被害状況：今まで被害があまり確認されていなかったが、令和６年度にお

いては水稲及び飼料作物の被害が確認された。

【シカ】

・発生時期：夏から秋

・被害状況：水稲被害が多く確認されているが、生息密度がそれほど高いと

は言えず、なおかつ夜行性であることから銃猟の実施が難しい（猟期にお

いては、銀山平に通じる道が通行止めになるため、降雪期における銃猟の

実施も不可能）。ソバを中心に野菜全般の農作物に被害がある。
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（３）被害の軽減目標

（４）従来講じてきた被害防止対策

指標

被害面積(a) 被害金額(千円)

現状値

令和 6年度

目標値

令和 9年度

現状値

令和 6年度

目標値

令和 9年度

カラス 33 25 195 146

カワウ 被害数値不明 9,945 7,459

サギ類 被害数値不明 0 0

サル 10 5 60 30

イノシシ 255 191 3,742 2,807

ハクビシン 15 11 72 54

クマ 60 45 240 180

タヌキ 0 0 0 0

カモシカ 58 44 363 272

シカ 175 131 1,880 1,298

合計 606 452 16,497 12,246

従来講じてきた被害防止対策 課題

捕 獲 等

に 関 す

る取組

・実施隊による銃器による駆除、

追払（農林水産業者等からの捕

獲依頼により各地区で捕獲を

実施）

・捕獲機材（箱わな等）の整備

・実施隊員によるパトロール、追

払い

・状況に応じた有害捕獲

・捕獲従事者の育成

・捕獲従事者の高齢化による担い

手不足

・巡回、捕獲に要する経費負担

・効率的な捕獲体制の構築

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組

・サル用電気柵の整備

・小動物対策用電気柵の整備

・イノシシ対策用電気柵の整備

・設置指導

・貸出用電気柵の貸与

・実施隊員によるパトロール

・整備計画の策定

・適切な柵の設置、維持管理

・パトロール時の安全対策

・電気柵設置指導者の育成

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組

・放任果樹等の除去に関する啓発

活動の実施

・有害鳥獣の生態及び被害防止対

策に関する研修会の開催

・獣害対策に係る意識の醸成
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（５）今後の取組方針

有害鳥獣による農作物への被害を防止していくため、魚沼市鳥獣被害防止

対策協議会、魚沼市鳥獣被害対策実施隊及び関係機関が連携して対策に取り

組む。

一般社団法人新潟県猟友会が新潟市西蒲区福井に整備したライフル射撃場

において大型獣の捕獲に有効な大口径ライフル銃やスラッグ弾の使用者の確

保及び捕獲技術の向上を推進する。

以下、鳥獣別の取組方針について記載する。

【カラス】

・電気柵により小獣類の対策を行ったほ場において、カラスの飛来による被

害が発生しているため、被害が多発する時期、場所において、随時、追払

い、捕獲を実施する。

・人家近くのほ場など、銃器による追払い、捕獲ができない場合は、テグス

等の設置型被害防除器具を使用し被害防止に努める。

【カワウ】

・テグス等設置していても被害が確認されているため、駆除の方向で被害防

止に努める。

・市内にコロニーは確認されていないが、随時巡回を行い、個体が確認され

た場合は、ビニールテープ張りでコロニーの定着を防ぐ。

・河川においては、アユの食害防止を最重要事項とし、行動特性に応じて、

時期と場所を決めた追払い、捕獲を実施する。

・令和４年度から参画している、信濃川水系カワウ被害防止対策広域協議会

において近隣自治体と協力して対策に取り組む。

【サギ類】

・駆除要請を受けて、随時追払い及び捕獲を実施する。人家近くの養殖池な

ど、銃器による追払い、捕獲ができない場合は、テグス等の設置型被害防

除器具を使用し被害防止に努める。

【サル】

・猟友会、実施隊頼みの追払いから、徐々に地域住民主体の追払い活動へと

シフトする必要がある。引き続き学習会の開催など、自発的に活動が行え

るように協議会又は市として援助を行う。ただ、サルの個体数が大幅に増

えている傾向にあるため、GPS を活用し群管理を実施し大型檻による一斉

捕獲を行う必要がある。また、市の境界を越えて移動している群れについ

ては隣接自治体との情報共有を行いたい。

・サル対策の電気柵設置箇所が増えているため、維持管理等、指導に努める。

・サルの被害防止については、自治会が主体となって活動してもらえるよう

集落環境診断を実施したい。

・実施隊員による巡回や箱わな設置を中心に、必要に応じて、ロケット花火

又は銃器による追い払いを行いながら適正な個体数管理に努める。箱わな
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設置に関しては、毎年設置箇所を変更するなど効果的な対策を検討する。

【イノシシ】

・繁殖スピードが早いことから、個体数の調整を行いつつ、状況に応じて電

気柵等の侵入防止柵の整備を検討する必要があるが、一度に長距離を整備

し、管理の煩雑さから、農家への負担が大きくなるようでは本末転倒であ

るため、導入の際は、管理体制や、中間管理の方法など、地域の合意形成

が必要である。

・令和６年度は鳥獣交付金や魚沼市の支援制度の活用により、市内全域で合

計 10,000m の電気柵整備が行われた。今後とも設置に際しては実施隊等の

協力を得ながら設置指導や研修会を実施する。

・引き続き随時実施隊員による捕獲を実施する。また、わなによる捕獲の技

術向上をはかるとともに、狩猟期間や冬期間においては、銃器による一斉

捕獲の実施など捕獲を強化することで個体数を減少させる。

・被害のある農業者等へ狩猟免許取得を推奨し、地域主体での活動をできる

よう進める。

・被害多発地域において電気柵を設置し、適正な中間管理の指導、捕獲檻等

の設置を組み合わせることで、被害防止に努める。

【クマ】

・市街地におけるクマへの対応は、状況によって大きく変わるため、一概に

は言えないが、追払いを基本とし、緊急性が高い場合には、緊急銃猟によ

り対処する。

・クマは出没情報に応じて、実施隊員が対応する。残雪期の予察駆除又は実

施隊員による巡回や、箱わな又は銃による捕獲を行う。

・周辺集落に対しては放任野菜、誘引果樹の除去及び、集落周辺の草刈り等

を啓発し、クマが近寄らない環境作りを促す。

【カモシカ】

・今年度より被害が多く確認されたため、追払い活動に努める。

【シカ】

・県農産園芸課が開催する捕獲従事者育成研修会等に実施隊を派遣し、担い

手の育成を図る。

・水稲の被害が多く確認されているため、引き続き電気柵整備を呼びかける。

・引き続き随時実施隊員による捕獲を実施する。また、わなによる捕獲の技

術向上をはかる。

【ハクビシン・タヌキ】

・八色すいかのほ場において小獣類によるとみられる被害が報告されている

ため、電気柵、小獣類捕獲用箱わなを組み合わせ、被害の防止に努める。
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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項

（１）対象鳥獣の捕獲体制

（２）その他捕獲に関する取組

（３）対象鳥獣の捕獲計画

【アライグマ】

・今のところ魚沼市で目撃等はほとんどないが、魚沼圏域にも侵出してきて

いることから、出没時に対応できるよう準備する。

・地域や関係機関からの要望により実施隊員又は猟友会員が捕獲を行う。

・関係機関は鳥獣の出没状況を随時市へ報告し、市は報告を受けて捕獲計画

を策定し、捕獲活動を実施する。

・必要に応じて関係機関によるわな等の見回りを行う。捕獲が確認された場

合は速やかに市へ連絡する。

年度 対象鳥獣 取組内容

令和 7年度

カラス

カワウ

サギ類

サル

イノシシ

ハクビシン

クマ

タヌキ

シカ

アライグマ

・対象鳥獣の出没状況に応じて、捕獲計画に沿った

活動が行えるよう、捕獲機材を整備する。

・猟銃の所持許可及び第一種狩猟免許の取得経費

を支援する制度を広報誌等で広く周知し、事業を

活用することで新規の捕獲従事者を確保する。

（有害鳥獣の担い手緊急確保事業）

・新潟県が開催する捕獲技術向上に関する研修会

への実施隊員の派遣や市内での研修会の開催を

通じて、捕獲従事者の育成に努める。

令和 8年度 〃 〃

令和 9年度 〃 〃

捕獲計画数等の設定の考え方

イノシシについては、繁殖力が高く、生息数の増加が予想されることから、

猟友会等による有害捕獲、狩猟期間における捕獲を実施し、捕獲計画頭数を

令和 7 年度は 30 頭程度とする。捕獲技術向上に関する研修会への実施隊員

への派遣などを行い、捕獲技術の向上が見込めることから、令和 8年度以降

は、毎年 10 頭程度の捕獲増加を見込むものとする。

クマについては、新潟県ツキノワグマ管理計画を踏まえ、農作物被害の防

止と人身被害の防止を図りつつも、必要最小限の捕獲とする。

その他の獣種については、新潟県が作成する鳥獣保護管理事業計画、第二

種特定鳥獣管理計画との整合を図りながら、地域の被害状況、生息状況、過

去の捕獲実績を勘案した上で捕獲を実施する。
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対象鳥獣
捕獲計画数等

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度

カラス 100 羽 100 羽 100 羽

カワウ 30 羽 30 羽 30 羽

サギ類 状況に応じて 状況に応じて 状況に応じて

サル 状況に応じて 状況に応じて 状況に応じて

イノシシ 30 頭程度 40 頭程度 50 頭程度

クマ 必要最小限 必要最小限 必要最小限

タヌキ 状況に応じて 状況に応じて 状況に応じて

ハクビシン 10 頭程度 10 頭程度 10 頭程度

シカ 30 頭程度 30 頭程度 30 頭程度

アライグマ 状況に応じて 状況に応じて 状況に応じて

捕獲等の取組内容

【カラス】

田植期、八色すいかの栽培期、農作物収穫期を中心に、銃器による捕獲

を実施する。

【カワウ】

時期と場所を選定し、アユの放流時期に河川に飛来した個体について、

銃器による捕獲を実施する。

【サギ類】

状況に応じて河川や養殖池において、銃器による捕獲を実施する。

【サル】

GPS 装着のための捕獲は箱わなで実施する。

GPS のデータをもとに大型檻による一斉捕獲を実施する。

【イノシシ】

農作物被害が多発する 6 月から 10 月にくくりわな又は箱わなによる捕

獲を実施する。

狩猟期間や冬期間においては、銃器による捕獲を強化する。

【クマ】

4月上旬から 5月上旬までの予察捕獲は銃器による捕獲を実施する。

農作物被害が発生している地区においては、7月から 10 月までの間に、

箱わなによる捕獲を実施する。

集落周辺に出没するような個体については、年間を通して箱わなによる

捕獲を実施する。
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（４）許可権限委譲事項

４．防護柵の設置等に関する事項

（１）侵入防止柵の整備計画

【ハクビシン・タヌキ】

野菜への被害や、八色すいかの生産地区で被害が多発しているため、5

月から 10 月の栽培期に、箱わなによる捕獲を実施する。

【シカ】

農作物被害が発生している地区で、くくりわなによる捕獲を実施する。

狩猟期間や冬期間においては、銃器による捕獲を強化する。

【アライグマ】

出没があった際には箱わなによる捕獲を早急に実施するよう努める。

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容

クマ、イノシシ及びシカは、わな又はライフル銃以外の銃器を使用した捕

獲を基本とするが、クマの予察捕獲やイノシシ及びシカの狩猟期間中の捕獲

など、これらの方法で捕獲が困難な場合は、射程が長く捕獲能力の高いライ

フル銃を使用する。

対象地域 対象鳥獣

該当なし 該当なし

対象鳥獣
整備内容

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度

サル

イノシシ

ハクビシン

クマ

タヌキ

シカ

カモシカ

・被害状況を確認し、整備箇所、整備

規模を検討する。必要に応じて整備

を行う。

・イノシシについては、生息数の増

加、生息域の拡大が顕著であるた

め、侵入防止柵の整備を推進する。

整備計画

侵入防止柵

(イノシシ用電気柵)

4,000ｍ×3 段

同左 同左
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（２）侵入防止柵の管理等に関する取組

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項

（１）関係機関等の役割

対象鳥獣
取組内容

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度

サル

イノシシ

ハクビシン

クマ

タヌキ

シカ

カモシカ

・実施隊員による侵

入防止柵の設置指

導

・関係機関による侵

入防止柵の機能診

断

同左 同左

年度 対象鳥獣 取組内容

令和 7年度

カラス

カワウ

サギ類

サル

イノシシ

ハクビシン

クマ

タヌキ

シカ

カモシカ

アライグマ

・パンフレット等による被害防止対策の啓発

・鳥獣による被害状況等の把握

・鳥獣の生態、被害防止対策に係る研修会の開催

・放任野菜、放任果樹の除去に関する啓発

・出没状況に応じた銃器及び動物駆逐用煙火を利

用した追払いの実施

令和 8年度 〃 〃

令和 9年度 〃 〃

関係機関等の名称 役割

市民福祉部生活環境課

産業経済部農政課

総務政策部防災安全課

教育委員会事務局

北部事務所

消防本部

・情報収集及び関係機関との連絡、調整

・鳥獣出没地区の周辺住民への注意喚起

・児童、生徒の安全確保

・パトロールの実施

・捕獲の実施

魚沼地域振興局

南魚沼地域振興局

・情報収集

・被害防止対策への指導、助言、協力

小出警察署 ・人身被害防止対策及び安全確保

魚沼市鳥獣被害対策実施隊

新潟県猟友会魚沼支部

追払い、捕獲活動の実施
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（２）緊急時の連絡体制

〇各部署における関係機関への連絡

ツキノワグマ
イノシシ
ニホンザル等
（加害個体）

連絡体制　(人的被害等)

目撃情報等

通報

魚沼市
教育委員会事務局

魚沼市役所

市 長　・　副市長　等

各　　課　　等

関係機関・団体等

・保育園、学校

・新潟県魚沼地域振興局

・JA北魚沼　等
周辺住民への注意喚起

周辺パトロール等実施

必要に応じ捕獲等実施

魚沼市
農政課

防災安全課

生活環境課

小出警察署

魚沼市
消防本部

魚沼市鳥獣被害

対策実施隊

担当部署 連絡先

市民福祉部生活環境課 小出警察署、魚沼地域振興局健康福祉部

産業経済部農政課 魚沼市鳥獣被害対策実施隊、魚沼地域振興局農業振興部

教育委員会事務局 保育園、小中学校

・保育園、学校

・新潟県魚沼地域振興局

・JA 魚沼 等
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７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有

効な利用に関する事項

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法

（２）処理加工施設の取組

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組

９．被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）協議会に関する事項

・捕獲現場での埋設、焼却施設における処分、業者委託による処分を行う。

・錯誤捕獲が発生した場合は、速やかに関係機関と連絡調整を行う。

食品 ―

ペットフード ―

皮革 ―

その他

（油脂、骨製品、角製品、

動物園等でのと体給餌、学

術研究等）

―

―

―

協議会の名称 魚沼市鳥獣被害防止対策協議会

構成機関の名称 役割

魚沼市 協議会の連絡、調整、総括

小出警察署 人身被害防止対策及び安全確保

魚沼農業協同組合 農林水産物の被害状況の把握、情報提供、被

害防止対策の普及活動の実施魚沼漁業協同組合

魚沼市錦鯉生産組合

魚沼市森林組合

新潟県農業共済組合魚沼支所

新潟県猟友会魚沼支部 有害鳥獣の追払い、捕獲、被害防止対策の指

導



13

（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

関係機関の名称 役割

魚沼地域振興局農業振興部

南魚沼地域振興局農林振興部

国等との連絡調整・情報共有・情報提供、

農林水産物の被害状況の把握、被害防止対

策の普及活動の実施

魚沼市生涯学習課文化財係 カモシカ保護管理に関する指導

防護柵、捕獲機材業者 設置方法や維持管理に関する指導

獣害対策コンサルタント業者等 被害対策に関する指導

平成 26 年に設置。魚沼市鳥獣被害対策実施隊設置要綱に基づき、主に猟

友会員から 60 名以下を市長が任命し、以下の被害防止施策に取り組む。関

係機関及び地域住民は、施策の実施に際して、出没状況や被害状況の情報

提供、わなの見回り等を行い、施策が円滑に実施できるよう協力するもの

とする。

・銃器及びわなを使用した有害鳥獣の捕獲

・銃器、動物駆逐用煙火等を使用した有害鳥獣の追払い

・有害鳥獣出没時のパトロールの実施

・放任果樹等の除去の啓発

・侵入防止柵の設置指導

・有害鳥獣の生態等に関する出前講座の実施

広報、各種研修会を通じて、農家及び地域住民へ被害防除や農地、集落周

辺の管理等に主体的に取り組めるように意識の醸成を図る。

また、農家、地域住民には、農作物の被害状況、鳥獣の出没状況等につい

て情報提供を求める。

市域をまたいで発生するカワウによる漁業被害を防ぐため、個体群管理

等、水系全体に関わる対策を検討し、実施していくための組織である新潟

県信濃川水系カワウ被害対策広域協議会へ参画し、広域被害防止計画に基

づいて、近隣市町村と連携し被害防止対策に取り組む。


